
ごみの分類 出せる物

もやすごみ
毎週2回収集
・ 指定袋に入れてください。指定袋に入ら
ないごみは、もやすごみ処理券を貼って
ください。（長さ1m・直径40㎝以内）
　※ 段ボールや指定袋以外の袋で出すことはで

きません。
・ 重さ10㎏以内

台所ごみ、貝殻類、ぬいぐるみ、くつ類・皮革製
品類、紙おむつ、カセットテープ・ビデオテー
プ、紙パック、食用油のペットボトル、汚れの
落ちないアルミホイル・ラップ、油を含んだ
布、紙くず類、カイロ・乾燥剤・保冷剤、木くず
（太さは7㎝以下）、ふとん・カーペット類

段ボール、新聞・雑誌・雑紙、布類
※分別し、ストックヤード・資源集団回収にご協力ください。

不燃物
毎月2回収集
・ 内容物は除き、水洗いをしてください。

飲料缶を除くかん類（ふたを外して）、金属製
のふた、ガラス類（危なくないようにして）、金
属類（危なくないようにして）、陶器類、容器包
装以外のプラスチック（ マークのないも
の）、汚れの落ちないびん・かん、かさ、電化製
品（コードを切って）、電気コード類、スチール
製イス

ミルク

・ ごみは正しく分別し必ず収集日の朝7時30分までに出してください。
・ もやすごみは「もやすごみ指定袋」に入れて出してください。
・ もやすごみ以外は透明な袋または中身の見える袋に入れて出してください。 
発火性・有害ごみは分別して、種類ごとに別々の袋に入れて出してください。
・ ごみの収集日は地域によって異なります。かんきょうカレンダーで確認してください。（ホームページにも掲載して
います。）
・ くわしいごみの分別方法は「家庭ごみの分別ガイド」で確認してください。（ホームページにも掲載しています。）
・ かんきょうカレンダー・家庭ごみの分別ガイドをお持ちでない方は、市役所1階総合案内、各支所で受け取ってくだ
さい。

ごみの分別・正しい出し方
環境施設課� TEL0848-63-1210
三原市清掃工場� TEL0848-62-4197
不燃物処理工場� TEL0848-62-1200

　もやすごみともやすごみ以外のごみの区別は燃えるか燃えないかではなく、処分先が清掃工場か不燃物処理工場
かで分類します。

もやすごみともやさないごみ

ごみの出し方

▲市HPはこちら
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ごみの分類 出せる物

びん・飲料缶
毎月2回収集
・ 同じ袋に入れられます。　・ 資源化します。

きれいなびん・飲料缶
※内容物は除き、水洗いをしてください。
※汚れが落ちないものは不燃物へ
※紙製のラベルは付けたまま出せます。
※ふたは、はずして該当する分別に出してください。

ペットボトル
毎月2回収集
・ 資源化します。

ラベル・ふたを外したペットボトル
※ラベル・ふたをはずしてペットボトルのみ出してください。
※汚れの落ちないものは、もやすごみへ
※紙製のラベルは付けたまま出せます。

容器包装プラスチック
毎月2～3回収集
・ 資源化します。

発泡スチロール、食品トレイ、ペットボトルのラベル・ふた
シャンプーボトル　など
※汚れの落ちないものは、もやすごみへ

発火性・有害ごみ
年数回
・ 別々の袋（45ℓ以内）に入れて出してくだ
さい。

発火性危険ごみ 電池
カセットボンベ・ライター・スプレー缶

※ふた・キャップをはずして
※中身を使い切って
※ 中身を使い切れば穴を開ける必要はありません。

乾電池・ボタン電池・リチウム電池

※電極を色付きテープなどで絶縁して

電池のはずせない電化製品 蛍光灯（有害ごみ）
充電式電化製品

ゲーム機・電気かみそり・電動歯ブラシ・電子た
ばこ・モバイルバッテリーなど

※中身の表示をして
※割れないようにして
　 買ったときの箱に入れる、新聞紙で
巻くなどして

大型ごみ（予約制）
※ 発火性・有害ごみの日と12月の第4・5回目の指定曜
日は収集がありません。

※ 収集日前日の16時30分までに環境施設課へ予約し
てください。

・ 予約済と書いた紙を貼ってください。
・ 1回3点まで（たて・よこ・高さの合計が
150㎝を越えるもの）
・ 木製家具は、大型ごみでは収集しません。 
木製家具の出し方は「家庭ごみの分別ガイド」に記
載しています。大きなカガミ・ガラスは持ち込み

自転車等 大型の家庭用
電気器具類

家具類（木製を除く）

自転車（子供用含む）

一輪車（手押車）

オルガン・電子オルガン

二人で積み込み可能
なもの
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ジュース

BEER 酒

ジュースジュースジュース

BEER 酒

パイプベッド

足踏みミシン

スチール製机

スチール製棚
〔ポータブルミシンは不燃物へ〕

予
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済
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スチール缶　��・アルミ缶�　��のマークが目印
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紙類
①新聞（チラシ） ひもでしばる。②雑誌
③段ボール 折りたたんでひもでしばる。（1辺の長さが1ｍ以内）
④雑がみ ひもでしばるか、紙袋に入れる。（詳しくは「家庭ごみの分別ガイド」をごらんください。）
布類
古着類（毛布・布団・カーテンを除く）ひもでしばるか、中身が見える袋に入れる。
※注意事項　・重さ10㎏以内　・汚れたもの、濡れたものは搬入できません。
�古紙などの回収ボックス
市内4カ所に設置しています。積極的に利用してください。
設置場所・開場時間

・三原市人権文化センター 8時45分～17時00分（月～金曜日） ※祝日、年末年始は除く。
・本郷支所、久井支所、大和支所 8時45分～17時00分（月～日曜日） ※年末年始は除く。
対象品目 新聞・雑誌・段ボール・雑がみ

�店頭回収店舗一覧
※掲載の許可を得ている店舗のみ掲載しています。回収品目等は変更になることがあります。

店舗名 電話番号 対象品目
イオン三原店 0848-62-8888 新聞、雑誌、雑がみ、牛乳パック、紙パック、食品用トレー、ペットボトル、アルミ缶、卵パック
エブリイ三原店 0848-61-4080 牛乳パック、食品用トレー、ペットボトル
古紙ひろば　㈲完山商店 0848-64-4455 新聞、雑誌、雑がみ、ダンボール
ショージ本郷店 0848-86-6201 新聞、雑誌、牛乳パック、食品用トレー、ペットボトル、アルミ缶、スチール缶、透明パック
ハローズ三原店 0848-62-2286 牛乳パック、紙パック、食品用トレー、ペットボトル、アルミ缶、スチール缶
フジグラン三原店 0848-61-0011 新聞、雑誌、雑がみ、牛乳パック、食品用トレー、ペットボトル、アルミ缶、スチール缶
フレスタ三原店 0848-67-7766 新聞、雑誌、雑がみ、牛乳パック、食品用トレー、ペットボトル、アルミ缶、スチール缶
フレスタ西町店 0848-61-5900 新聞、雑誌、雑がみ、牛乳パック、食品用トレー、ペットボトル、アルミ缶

古紙などの再資源化
拠点回収について
�ストックヤード
場所 三原市清掃工場敷地内（八坂町10227番地）
開場日時  月～金曜日8時30分～12時・13時～16時30分 

※一部祝休日・年末年始は除きます。　※開場日時は清掃工場と同じです。
対象品目
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　環境施設課（TEL0848-63-1210）へお問合せください。

項目 概要 対象

ごみステーションボックス
設置費補助制度

ステンレス製の廃棄物集積所（ごみステーション
ボックス）を市の指定する方法で設置・修繕・改造
をした場合、4分の3以内の額を補助します。

町内会などの地域住民団体

資源集団回収事業奨励金
年3回以上、新聞・雑誌・ダンボール・雑がみ・アルミ
缶・布類を回収し、市内の指定の資源回収業者へ売
却した場合、回収量に応じて、補助します。

町内会、子ども会、老人クラブなどの団体

　生活環境課（TEL0848-67-6166）へお問合せください。

項目 概要 対象

生ごみ減量対策協力者
報償金

市内の登録販売店で購入した場合、購入価格の2
分の1以内の額を補助します。
限度額

・生ごみ処理容器……3,000円（1世帯2基まで）
・ 電動式生ごみ処理機（バイオ式・乾燥式）
…………………… 20,000円（1世帯1基のみ）

市内の登録販売店で購入した人

もやすごみ指定袋支援措置
もやすごみ指定袋に係る一般廃棄物処理手数料の
減免対象者に対し、もやすごみ指定袋を交付しま
す。

① 乳幼児出生・転入者（2歳未満）
② 要介護4・5の認定を受けた人
③ 三原市日常生活用具給付等事業の紙お
むつの給付を受けている人

④ 傷病等によりオムツを常時使用している人
※ すべて在宅であること（入院や施設入所
者は対象外）

店舗名 電話番号 対象品目
フレスタ明神店 0848-60-1001 牛乳パック、食品用トレー、ペットボトル、アルミ缶
フレスタ本郷店 0848-86-5450 牛乳パック、食品用トレー、ペットボトル、アルミ缶
マックスバリュ本郷店 0848-85-0565 新聞、雑誌、雑がみ、ダンボール、牛乳パック、食品用トレー、ペットボトル、アルミ缶、スチール缶
三谷屋大和店 0847-33-1234 牛乳パック、食品用トレー
やまねストアー 0847-32-6031 新聞、雑誌、雑がみ、ダンボール、アルミ缶、廃食油

※店舗名および対象品目は令和5年3月現在のものです。

各種助成制度

その他のごみ

・ 事業活動によって発生したごみは、自己処理が義務付
けられています。
・ 事業ごみのうち一般廃棄物は、事業者の責任により自
己搬入するか、または市内の一般廃棄物収集運搬許
可業者に依頼してください。（運搬・処理費用が必要で
す。）
・ 産業廃棄物は受入できません。

事業ごみの処理

・ 不法投棄はしない、させない、許さない。
廃棄物が不法に投棄された場所を見つけた場合は、三
原警察署（TEL 0848-67-0110）または環境施設課（TEL

0848-63-1210）に連絡してください。
・ ごみを不法に捨てると5年以下の懲役または1,000万
円以下の罰金に処せられます。

不法投棄を見つけたとき

・ 引っ越しごみ・一時多量ごみは、市が収集しないごみ
です。ごみステーションに出さないでください。
・ 分別し中身の見える袋に入れ、個人で清掃工場・不燃
物処理工場へ搬入してください。
・ 個人で搬入できない場合は、市内の一般廃棄物収集運
搬許可業者に依頼してください。（運搬・処理費用が必
要です。）

引っ越しごみ・一時多量ごみ

　町内の溝掃除で出た泥土は土木管理課（TEL 0848-67-
6095）で収集します。

町内溝掃除の泥土収集
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